
国土形成計画の概要

資料２

１． 国土計画制度の改革」のポイント

※この他、国土利用計画との一体作成、大都市圏整備に関する計画の合理化、地方開発促進計画の廃止など、国土計画体系の簡素化・一体化を図り、
国民に分かりやすい国土計画に再構築する。

国と地方の協働によるビジョンづくり 開発中心からの転換

フローの拡大に加え

ストックの活用

有限な資源の
利用・保全

海洋利用
・国際協調

利便性の向上に加え

国民生活の安全・安心・安定の確保

地域の自立的発展を可能とする国土の形成

計画事項等の
拡充・改変
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景観、環境を含めた

国土の質的向上

全国計画

広域地方
計画

国による明確な国土及び
国民生活の姿の提示
（国の責務の明確化）

ブロック単位の地方ごと
に、国と都府県等が適切
な役割分担の下、相互に
連携・協力して策定

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の
地方支分部局、関係都府県、関係政令市、地元経済
界等が対等な立場で協議する場（広域地方計画協議
会）を組織

計画への多様な主体の参画
・地方公共団体から国への計画提案制度
・国民の意見を反映させる仕組み

＋

全国計画のみ

国主導の作成

地方の意見を
聴く仕組みなし
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総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
（国土形成計画法）

※平成１７年７月２９日公布、１２月２２日施行
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全国計画 広域地方計画

総合的な国土の形成に関する施策の指針
（府省横断的な計画）

【計画の内容】
・国土の形成に関する基本的な方針
・国土の形成に関する目標
・全国的な見地から必要とされる基本的な施
策（個別事業名は原則として記述しない）

都道府県・政令市から計画作成・変更提案

国土交通大臣が案を作成

閣議決定

国土審議会
の調査審議

都道府県・政令市
からの意見聴取

パブリックコメント

広域地方計画区域における
国土形成の計画

【計画の内容】
・当該区域の国土の形成に関する方針
・当該区域の国土の形成に関する目標
・広域の見地から必要とされる主要な施
策（個別事業名を含む）

市町村から計画作成・変更提案（都府県経由）

国土交通大臣が決定

広域地方計画協議会
対等な立場で協議

パブリック
コメント

学識経験者
からの意見聴取

国の地方
支分部局

関係都府県

関係政令市 地元経済界等

２．新たな国土形成計画の枠組み

２

平成１７年９月

平成１８年７月

平成１８年１１月

平成１９年中頃目途

全国計画策定後、１年後

全国計画 広域地方計画

国土審議会に計画部会を設置 国土審議会に圏域部会を設置

圏域部会とりまとめ

広域地方計画区域を定める政令の制定

地域の区分の
あり方の検討

計画部会中間とりまとめ

閣議決定 中部圏広域地方計画協議会の設置

中部圏広域地方計画の決定

計画策定準備

計画内容の検討

各府省ヒアリング
都道府県・政令市
からの計画提案

※国土形成計画全国計画は国土利用計画
全国計画と一体作成

中部圏広域地方計画協議会準備会設立平成１８年８月２日

計画部会最終報告

政府原案の作成
パブコメ 等

３．国土形成計画の策定スケジュール（予定）

３

市町村からの
計画提案
パブコメ等


